
 

学校番号  受付番号 小中新    号 

指 定 校 変 更 申 請 書（新入生） 
入  学 

希 望 校 

             小 学 校 

             中 学 校 

入  学 

指 定 校 

小 学 校 

中 学 校 

ふりがな  生  年  月  日 性 別 

児童生徒 

氏  名 

   

    年   月   日 男 ・ 女 

住  所 大田区 通学手段 
徒歩・バス・電車 

私立学校等

の受験予定

の有無 
有（国立・都立・私立）・ 無 

私立学校等への進学を決定した場合、本指定校変

更申請を取り下げることを同意します。 

 

希望期間 年 ４ 月 １ 日 ～ 卒業まで ／ 指定の日まで（     年  月  日まで） 

申請事由【優先度】 該当する事由の番号に〇をつけてください。（複数選択可）要件を具備したもののうち最も

優先度の高い事由を適用します。また事由によっては別途書類の添付が必要となります。 

１ 希望校の通学区域に転居予定【Ｓ】（転居予定時期    年  月）（転居予定先              ） 

□ 転居先が確認できる書類（建築請負契約書、不動産売買契約書等） 

２ 自宅から最も近く、指定校より通学距離が 300 ｍ以上近いまたは指定校と希望校の通学距離の差が２倍以上【Ａ】 

３ 通院基準を満たす場合【Ａ】（病院名・所在地                            ） 

□ 定期的に通院する必要があることが確認できる書類（診断書・診察券等） 

４ 兄姉が希望校に在籍している【Ａ】（新  年生 氏名               ） 

５ 下校後の預かり先基準を満たす場合【Ａ】（小学生のみ）（保護先                     ） 

□ 勤務証明書（保護者全員） □保護証明または学童確認票 □（介護看護理由）介護看護状況の確認書類 

６ 希望校に友人がいる【Ｂ】（希望校が指定校である友人について記入してください。） 

   新  年生 友人氏名                友人保護者の連絡先               

   友人との関係                 □ 友人保護者に同意を得て記入しています（要チェック） 

７ 部活動基準を満たす場合【Ｂ】（中学生のみ）（部活動名         ）□ 部活動入部希望書 

８ サイエンススクール（清水窪小学校）に就学を希望する【サイエンス】（裏面備考欄に希望理由・通学経路を記入） 

上記の理由により指定校変更を申請します。また裏面の注意事項についても、了承いたします。 

(宛先 ) 大田区教育委員会                 年    月    日  
     （ふりがな）          

申請者 氏  名            （続柄：    ）  

   （連絡先①）   －    －     （     ） 

   （連絡先②）   －    －     （     ） 

＊どなたの連絡先であるかを（）内にご記入ください。  

 

判 許   可  ･  期限付許可   入 力   受 付  

決 

定 

係 員 係 長 課 長 

定  不 許 可           

期
限 

      年   月   日から 

 卒業まで 

      

       年   月   日まで       

受  付      年   月   日  許可事由  特記事項（所見） 

決  定      年   月   日    

通  知      年   月   日     

小・中 新１年 

電話 

◆裏面もご覧ください。 

電子申請確認番号 

          

 

同意欄 

第２号様式（第４条関係） 
（表面） 



 

 

◎注意事項 

 以下の注意事項をお読みいただき、同意欄にレ点チェックを付けてください。 

 

１．不正な手段により、本来の入学校以外に入学したことが確認された場合について 

   居住実態を伴わない住民登録や虚偽の申請により指定校変更の許可を得る等の不正な手続を行って

いたことが判明した場合は、指定校変更の許可を変更または取り消し、入学後であっても本来の指定

校へ転校して頂くことがあります。また、このような状況が疑われる場合は、教育委員会より現地調

査や必要な確認書類等の提出を求める ことがございますので、ご協力を頂くことについてあらかじめ

ご了承下さい。 

２．お子様の意思の確認をお願いします。  
保護者様の希望で指定校変更を申請し、申請結果確定後または入学後にお子様の意思ではなかった

と指定校変更の撤回を希望するケースが見受けられます。入学後、一度許可された指定校変更を撤回

し指定校に転校することはできません 。必ずお子様の意思を確認のうえ申請してください。 

３．指定校変更許可後に転居した場合について  

  指定校変更の許可は、申請した住所からの通学に対して行うものです。許可後に転居し、指定校以

外の学校に通う場合は、改めて指定校変更の申請が必要です。 

４．弟妹がいる場合について 

   今回の申請で指定校変更が許可されても、弟妹については入学される年度の状況により許可できな

い場合があります。 

５．通学に関して 

自転車を使用しての通学は認められません。交通機関を利用して通学する場合は、学校と約束を取

り交わして頂くことがあります。また、通学途上の事故等については、保護者が責任を持ちます。  

６．転居予定があることを理由に指定校変更を申請される方について 

転居の予定がなくなった場合や転居先が変更となった場合は、指定校変更の許可を変更または取り

消し、入学後であっても本来の指定校へ転校 して頂くことがありますので、あらかじめご了承くださ

い。 

７．（新中学 1 年生のみ）制服の購入について 

制服は入学する中学校が決定してから注文してください。 

８．（新中学 1 年生のみ）部活動理由で指定校変更を申請される方について 

入部を希望している部活動が諸事情により入学までの間または在学中に廃部もしくは新規入部停止

となる場合があります。あらかじめご承知おきの上、申請してください。 

９．希望校への情報共有について 

   申請内容について、希望校に情報共有を行う場合があります。 

 

 

 

（備考欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  すべての注意事項を確認し、その内容について同意いたします。  
 

（裏面） 


